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4.1. 作業効率化、労働安全衛生、環境保全のための素材生産技術の向上に努める。そのための情報収集、
研修への参加などに積極的に取り組む。

4.2. 伐採更新計画（森林収穫プラン）に基づく事業実施の事後評価などを活用し、事業活動の改善に取り
組む。

5.1. 業界活動に積極的に参加し、自ら研鑽を図るとともに、業界の発展に寄与する。

5.2. 社会貢献、地域貢献に事業体として取り組む。

5.3. 伐採搬出ガイドラインの普及、PRに努め、また制度の改善に意見を寄せるなど、その発展に寄与す
る。

制定　2008年5月17日
改訂　2008年6月18日




